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石垣市（以下「本市」という。）が行う石垣市庁舎跡地活用事業（以下「本事業」という。）に関し、

別紙１に記載する構成企業により構成される応募グループが優先交渉権を取得した。よって、本市と

構成企業の代表者である【     】（以下「事業代表企業」という。）との間で、以下のとおり合

意し、本基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

なお、特に明示のない限り、本協定において用いられる用語の定義は、本事業に係る募集要項に定

めるとおりとする。 

 
第１章 総則 

第１条（目的） 

第１条 本協定は、事業代表企業及びその他の構成企業が本事業を実施する民間事業者（以下「事

業者」という。）として決定したことを確認し、本市と事業代表企業との間で本事業の実

施に係る双方の権利及び義務について必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条（事業提案書） 

第２条 事業者は、令和５年【 】月【 】日に提出された石垣市庁舎跡地活用事業提案書（以下

「事業提案書」という。）」に基づいて本事業を実施するものとする。 

２ 事業者は、事業提案書を変更しようとするときは、あらかじめ書面により本市と協議し、

本市の承諾を得なければならない。ただし、本市が軽微な変更であると認めた場合はこの

限りではない。 

３ 本市は、必要があると認める場合、事業者に対して事業提案書の変更を要求することがで

きるものとする。事業者は当該変更要求を受けた場合は、速やかにその内容を検討し、本

市に対し検討結果を通知しなければならない。事業者は本市からの変更要求の内容に疑義

がある場合には、本市に対して協議を申し入れることができるものとする。 

 

第３条（当事者の義務） 

第３条 本市及び事業代表企業は、事業用定期借地権設定契約及び定期建物賃貸借契約（以下「契

約等」という。）の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。 

２ 事業代表企業は、本事業の遂行、契約等の締結のための協議において、募集要項、要求水

準書、基本協定書（案）、事業用定期借地権設定契約書（案）、定期建物賃貸借契約書（案）、

これらに対する質疑回答及び事業提案書の内容（以下総称して「募集要項等」という。）

を遵守し、並びに本事業の募集手続きにおける「石垣市庁舎跡地活用事業者審査委員会」

の意見、指摘事項を尊重するものとする。ただし、本市が変更を認め、あるいは、指示を

した場合を除く。 

３ 本協定の規定と、各契約等の規定に相違がある場合、各契約等の規定が優先して適用され

るものとする。 

 

第４条（事業代表企業） 

第４条 本市は、事業者の代表として、事業代表企業とのみ契約等を締結する。 
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２ 事業代表企業は、本協定締結に際し、応募グループ内の各構成企業からあらかじめ同意書

（別記様式第 1 号）を得るものとする 

３ 事業代表企業は応募グループ内の各構成企業を適切に指導、調整し本事業の遂行に努める

ものとする。 

４ 事業代表企業は応募グループ内の各構成企業の行う行為に連帯して責任を負うものとす

る。また、構成企業または宿泊施設運営企業をもって本施設（民間施設部分）または宿泊

施設の所有、許認可、設計、建設、工事監理、維持管理、運営を行わせる場合においても、

本協定に定める事業代表企業の義務を負うものとする。 

５ 本市は、本協定に係る通知、連絡については、代表企業にのみ通知・連絡をすることで足

り、これを持って応募グループ内の各構成企業及び宿泊施設運営企業全てに通知・連絡を

行ったものとみなす。 

 

第５条（本協定の有効期間） 

第５条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、契約等の履行が全て終了した日

を終期とする。ただし、契約等の締結に至る可能性がないと本市及び事業代表企業が書面

により合意した場合には、その合意の日までとする。ただし、本協定の有効期間の満了に

かかわらず、第８条、第１６条、第３２条及び第３５条の規定の効力は存続するものとす

る。 

２ 契約等が締結に至らなかった場合には、その締結不調が確定した日をもって本協定は終了

するものとする。ただし、この場合においても、第８条、第１７条、第３２条及び第３５

条の規定の効力は存続するものとする。 

 

第６条（事業代表企業の契約上の地位） 

第６条 本市の事前の承諾がある場合を除き、事業代表企業は、本協定の契約上の地位及び権利義

務を譲渡、担保提供、その他の方法により処分できないものとする。 
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第２章 本事業の実施 

第７条（事業の実施） 

第７条 本事業の骨子は、本市が市有地に事業用定期借地権を設定し、事業者が本施設の設計・建

設・工事監理業務を行うとともに、維持管理・運営を行うものとする。本施設は事業者が

所有し、本市は本施設（公共施設部分）を賃借し運営するものである。 

２ 事業代表企業は、本協定締結後速やかに、事業の実施体制、事業スケジュール、計画図面、

収支計画等の内容を含んだ事業計画書を作成し、本市の承諾を得るものとする。 

３ 事業代表企業は、本事業に係る全ての管理責任を負うものとし、事業計画書に定める事業

内容を、自己の責任においてその他の構成企業に実施させ、又は自ら実施しなければなら

ない。 

４ 事業代表企業は、定期的にもしくは本市が求める場合、本事業の実施の状況に関し本市に

報告するものとする。 

 

第８条（設計図書の著作権等） 

第８条 本市は、公共施設に関する設計図書、その他の公共施設の整備事業に関して本市の要求に

基づき作成される一切の書類（以下｢設計図書等｣という。）について、本事業の実施に必

要な範囲で、無償で使用（複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同

じ。）する権利を有するものとする。また、本市が本事業に必要とされる情報の公開に関

して本施設（民間施設部分）の設計図書等の使用を求めた場合、事業代表企業はこれに協

力するものとする。 

２ 事業代表企業は、本施設（公共施設部分）の設計図書に関し、自ら又は著作権者をして、

次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ本市の承諾を得

た場合は、この限りではない。 

(1) 設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 

(2) 設計図書等又は本施設（公共施設部分）の内容を公表すること（ただし、既に公表さ

れた事項についてはこの限りではない）。 

(3) 設計図書等の複製、頒布、展示、改変、及び翻案をすること。 

(4) 本施設（公共施設部分）に事業代表企業又は著作権者の実名又は変名を表示すること、

その他事業代表企業及び構成企業、又は著作権者を特定できる表示をすること。 

３ 事業代表企業は、本市による設計図書等の使用により、第三者の有する著作権及び著作者

人格権の侵害が生じないよう必要な措置をとるものとする。 

４ 事業代表企業は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を

侵害したため、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければな

らないときは、事業代表企業がその合理的な範囲の賠償額を負担し、又は必要な措置を講

ずるものとする。 

５ 事業代表企業の提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国

の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工

方法等を使用した結果生じる責任は、事業代表企業が負うものとする。 
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第９条（保証金） 

第９条 事業代表企業は、本協定及び各契約に基づいて生ずる一切の事業代表企業の債務を担保す

るため、本市に対し、保証金として【事業提案書に記載の施設除去費（事業終了時）】を

預託しなければならない。 

２ 市は、事業代表企業に本協定に関して発生する債務の支払遅延が生じたとき、催告なしに

保証金をこれらの債務の弁済に充当することができるものとする。この場合、本市は、弁

済充当日、弁済充当額及び費用を事業代表企業に書面で通知する。 

３ 事業代表企業は、前項により本市から弁済充当の通知を受けた場合には、通知を受けた日

から 30 日以内に本市に対し保証金の不足額を追加して預託しなければならない。 

４ 保証金は、事業期間の終了後に返還するが、保証金の返還には利息を付さないものとする。

ただし、事業代表企業の責めに帰すべき事由により、事業期間終了前に本協定又は各契約

を解除又は解約する場合は、保証金は返還しないものとする。 

 

第１０条（事業用定期借地権設定契約の締結） 

第１０条 本市及び事業代表企業は、本協定締結後、令和６年８月（別段の合意がある場合を除く）

を目途に、募集要項等において本市及び事業代表企業が提示した条件の内容に基づき、事

業用定期借地権設定契約を締結するものとする。 

２ 事業用定期借地権設定契約に基づく賃借人への事業用定期借地権設定契約部分の土地の

引渡しは事業用定期借地権設定契約に基づく公正証書締結日とし、賃貸借期間はその日を

始期として借地期間を経過した日を終期とする。 

３ 本条第 1 項に基づく事業用定期借地権設定契約の地代は、事業代表企業が本市に令和５年

【 】月【 】日に提出した提案書の価格提案書に記載の金額とするが、事業用定期借地

権設定契約締結時時点の定期借地権設定契約部分の土地の固定資産課税標準額を踏まえ、

本市と協議のうえ 終的な地代を決定する。なお、地代の改定については、社会経済情勢

等を考慮して、原則として 3 年ごと（固定資産税評価額の評価替えごと）に協議をして決

定するものとする。 

４ 賃貸借期間満了時には、借地借家法第 23 条の規定により建築物及びその他の工作物を収

去し、事業用定期借地権設定契約部分の土地を本市に返還するものとする。 

５ 事業代表企業が本市に支払う保証金は、地代の 1 年分相当額とし、支払いは、事業用定期

借地権設定契約締結時に支払うものとする。 

６ 事業代表企業の責めに帰すべき事由により賃貸借期間満了前に契約を解除する場合は、保

証金は返還しないものとする。また、事業用定期借地権設定契約終了後の保証金の返還に

は利息を付さないものとする。 

 

第１１条（定期建物賃貸借契約の締結） 

第11条 本市及び事業代表企業は、令和８年９月を目途に、募集要項等において本市が提示した条

件及び設計図書の内容に基づき、定期建物賃貸借契約を締結するものとする。定期建物賃

貸借契約に記載する賃料（以下「公共施設賃料」という。）は、事業代表企業が本市に令

和５年【 】月【 】日に提出した価格提案書に記載の金額とする。 
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２ 本条第1項に基づく定期建物賃貸借契約の履行期間は定期建物賃貸借契約が締結された日

から本施設の解体・撤去着手前までとする。 

３ 本市は必要があると認める場合、事業代表企業に対して設計変更を要求することができる

ものとする。事業代表企業は当該変更要求を受けた場合は、速やかにその内容を検討し、

本市に対し検討結果を通知しなければならない。事業代表企業は本市からの変更要求の内

容に疑義がある場合には、本市に対して協議を申し入れることができるものとする。 

４ 前項に定める本市からの設計変更により、公共施設賃料を変更する必要が生じた場合は、

直ちに本市と協議し、双方合意のうえ公共施設賃料を確定するものとする。 

 

第１２条（事業代表企業の義務） 

第12条 事業代表企業は、その責任と費用負担において、本事業について必要なすべての手続（許

認可の取得、申請及び届出の手続き、社内手続及び政府機関の承諾、同意又は届出を含む。）

を完了しなければならない。 

２ 事業代表企業は、本協定締結日以降、本施設（公共施設部分）の設計、仕様その他の変更

をしようとするときは、事前に本市の承諾を得るものとする。 

３ 本施設（民間施設部分）の大規模な設計変更及び用途変更並びに予定テナントの変更を行

う場合は、事前に本市の承諾を得るものとする。 

 

第１３条（建物の竣工と遅延） 

第13条 事業代表企業は、本市が令和８年 10 月１日から入居できるように、令和８年８月末日ま

でに本施設（公共施設部分）を竣工するものとする。 

２ 事業代表企業は、不可抗力その他真にやむを得ない理由により、前項に定める竣工の期日

の変更を必要とするときは、事前にその理由を付した書面をもって本市の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 事業代表企業が自らの責めに帰すべき事由により、第 1 項に定める期日までに竣工するこ

とができない場合においては、本市は、遅延損害金の支払を事業代表企業に請求すること

ができる。なお、遅延損害金は、定期建物賃貸借契約金額につき、履行期間満了の日の翌

日から竣工日までの日数に応じ、年 5.0 パーセントの割合による金額を日割り計算した額

とし、事業代表企業は本市に支払うものとする。 

 

第１４条（損害賠償等） 

第14条 事業代表企業は、本施設（公共施設部分）の瑕疵・不具合等（定期建物賃貸借契約に基づ

く引渡日までに本市に開示され、本市が承諾したものを除く。）を原因として本市に生じ

た損害及び費用について、これを賠償する責任を負うものとする。 

 

第１５条（費用負担） 

第15条 本市と事業者は以下のとおり費用を負担するものとする。 

(1) 本市の費用負担 

1) 公共施設部分の賃料（賃料には以下の費用を含む。） 
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① 本施設（公共施設部分）の初期投資費（設計費・建設費・内装工事費等・工事監

理費） 

② 本施設（公共施設部分）の維持管理費（定期保守点検・環境衛生・清掃・警備等） 

③ 本施設（公共施設部分）の修繕費（建物躯体に係る部分を除く。） 

④ 本施設（公共施設部分）に係る共益費（共用部の維持管理費、光熱水費等） 

⑤ その他費用（保険料、公租公課、事業者利益、資金調達の支払利息等） 

⑥ 公共施設の除却費（事業終了時） 

2) 本施設（公共施設部分）に係る什器・備品費（調達） 

3) 本施設（公共施設部分）の光熱水費 

 

(2) 事業者の費用負担 

1) 設計・建設に関する費用（本市費用負担部分を除く。） 

① 本施設（民間施設部分）の設計費 

② 本施設（民間施設部分）の建設費 

③ 本施設（民間施設部分）の工事監理費 

④ 本施設（民間施設部分）の各種申請及び登記に係る費用 

2) 本施設（民間施設部分）の維持管理費 

① 本施設（民間施設部分）の専有床部分 

② 共用部分の事業者が負担すべき費用 

③ 駐車場・駐輪場部分 

④ 外構施設の事業者が負担すべき費用 

3) 本施設（民間施設部分）運営費（光熱水費含む） 

4) 地代及び保証金 

5) 公正証書作成費用 

6) 施設所有に係る公租公課 

7) 登記に必要な費用 

8) 保険料 

9) 施設除却費（事業終了時） 

10) 敷地分筆に関する測量等費用 

 

第１６条（独占禁止法に関する本協定の解除および賠償額の予定） 

第16条 本事業における契約等の締結前に、事業代表企業及び構成企業のいずれかが、本事業に関

し、次の各号のいずれかに該当した場合、本市は、事業代表企業との間で契約等を締結し

ないことができるものとし、事業代表企業は本市に次項に示す違約金を支払うものとする。

なお、契約等を締結後に、事業代表企業及び構成企業のいずれかが、本事業に関し、次の

各号のいずれかに該当した場合、本市は、事業代表企業との間で締結した契約等を解除で

きるものとし、事業代表企業は本市に次項に示す違約金を支払うものとする。 

(1) 事業代表企業又は構成企業のいずれかが、本事業に関して、私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第
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8 章第 2 節に規定する手続きに従って、同法第 7 条、第 8 条の 2、第 17 条の 2、又は

第 20 条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 

(2) 事業代表企業又は構成企業のいずれかが、本事業に関して、独占禁止法第 8 章第 2 節

に規定する手続きに従って、同法第 7 条の 2、第 8 条の 3、又は第 20 条の 2～6 のい

ずれかの課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令が確定したとき。 

(3) 事業代表企業又は構成企業（契約者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。）

が刑法（明治 40 年法律第 45 号。以下「刑法」という。）第 96 条の 6 又は第 198 条

の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の各号のいずれかに該当した場合、事業代表企業は、本市の請求に基づき、公共施設

賃料の事業期間合計額の 100 分の 2 に相当する額を違約金として、本市の指定する期間内

に本市に支払うものとする。なお、当該違約金は、損害賠償の予定又はその一部と解釈し

ない。 

 

第１７条（契約等が締結できない場合の処理等） 

第17条 本市及び事業代表企業のいずれの責にも帰さない事由により、本市と事業代表企業の間で

契約等の締結に至らなかった場合、本市及び事業代表企業が本事業の準備に関して支出し

た費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。 

 

第１８条（本協定及び各契約の解除） 

第18条 本市は、事業代表企業が本協定又は各契約に違反し、その是正に応じなかった場合、本協

定及び契約等を解除することができる。 

２ 本市は、事業代表企業について、銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の

法的倒産手続の開始の決定があったときは、本協定及び契約等を解除することができる。 

３ 事業代表企業は、前２項の規定により本市が本協定及び契約等を解除した場合は、本市の

請求に基づき、公共施設賃料の事業期間合計額の100分の2に相当する額を違約金として、

本市の指定する期間内に本市に支払うものとする。なお、保証金をすでに預託している場

合、保証金を違約金の一部又は全部に充当できるものとする。 

４ 事業代表企業は、本条第１項又第２項により本市に損害が発生した場合は、前項の違約金

とは別に、本市が被った損害のうち合理的な範囲を賠償するものとする。 

５ 事業代表企業は、本市が本協定又は各契約に違反し、その是正に応じなかった場合、本協

定及び各契約を解除することができる。事業代表企業は、これにより本市が事業代表企業

に損害を与えたときは、直ちに合理的な範囲において賠償を請求することができるものと

する。ただし、本協定締結以前に行った行為に係る費用及び逸失利益は除くものとする。 

 

第１９条（本協定及び各契約の中途解約） 

第19条 本協定の期間中に、本市又は事業代表企業が、真にやむを得ない理由により本協定を中途

解約する場合は、6 か月前までに相手方に対し書面で申し入れるものとする。 

２ 事業代表企業は、事業代表企業が本協定及び各契約を中途解約する場合は、契約等を解除

した場合は、本市の請求に基づき、公共施設賃料の事業期間合計額の 100 分の 2 に相当す
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る額を違約金として、本市の指定する期間内に本市に支払うものとする。なお、保証金を

すでに預託している場合、保証金を違約金の一部又は全部に充当できるものとする。 

３ 事業代表企業は、第1項の中途解約により本市に損害が発生した場合は、違約金とは別に、

本市が被った損害を賠償するものとする。 

４ 本市は、本市による本契約の中途解約により事業者に損害が発生した場合は、事業代表企

業が被った被害のうち合理的な範囲を賠償するものとする。 

 

第２０条（法令変更及び不可抗力に対する措置） 

第20条 本市及び事業代表企業は、法令変更もしくは天災地変等の不可抗力により本協定に基づく

義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をも

って直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通

知を発した日以降、本協定に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるも

のとする。ただし、各当事者は法令変更もしくは不可抗力により相手方に発生する損害を

小限にするよう努力しなければならない。 

２ 本市及び事業代表企業は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否

について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用の発生又は引渡日の遅延が予

想される場合にあっては、事業代表企業が当該増加費用の額又は遅延期間を 小限とする

ような対策を検討し、その対策の合理性について本市と協議しなければならない。 

３ 本市及び事業代表企業は、法令変更もしくは不可抗力により引渡日の遅延が見込まれる場

合は、本市及び事業代表企業の協議により、引渡日を変更できるものとする。 

４ 本市及び事業代表企業は法令変更もしくは天災地変等の不可抗力により本協定の有効期

間中に発生した追加費用及び損害額については以下に定めるとおりとする。 

(1) 法令変更もしくは不可抗力による本施設（公共施設部分）に関する調査業務、設計業

務、許認可に関する事項、建設工事の追加費用及び損害額については、公共施設賃料

の事業期間合計額の 100 分の 1 の相当額に至るまでは事業代表企業がこれを負担し、

100 分の 1 を超える額については本市が負担する。 

(2) 上記(1)の追加費用及び損害額には、本施設（公共施設部分）の工事の遅延又は中断、

契約等解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機

械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等の

うち、合理的と判断される費用を含む。 

(3) 数次にわたる法令変更もしくは不可抗力により、上記(1)の追加費用及び損害額の累計

額が定期建物賃貸借契約金額の 100 分の 1 の相当額を上回った場合は、公共施設賃料

の事業期間合計額の 100 分の 1 の相当額に至るまでは事業代表企業がこれを負担し、

100 分の 1 を超える額については本市が負担する。 

(4) 事業代表企業が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保

険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記(1)に基づき事業代表企業が負

担すべき金額を超過する額につき本市が負担する金額から控除する。 
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(5) 本施設（民間施設部分）に関し、法令変更もしくは不可抗力により調査業務、設計業

務、許認可に関する事項、建設工事の追加費用及び損害が発生した場合は、事業代表

企業がこれを負担するものとする。 

５ 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又

は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で、本市及び事業代表企業との間

の協議が整わないときは、本市は、本協定及び契約等の全部を解除して終了させることが

できるものとする。 
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第３章 その他 

第２１条（表明保証） 

第21条 事業代表企業及び構成企業は、本事業の募集要項等に係る要件を本協定締結時においてす

べて満たしていることを表明し保証する。 

 

第２２条（連絡協議会の設置） 

第22条 本市及び事業代表企業は、本協定締結後、本事業を円滑に実施するため、本市、事業代表

企業及び構成企業を構成員とする「連絡協議会」を設置し、定期的に開催・協議するもの

とする。 

 

第２３条（モニタリングの実施） 

第23条 本市は、本事業の目的を達成するために、事業者が定められた業務を確実に遂行し、要求

水準書にて提示される本市の要求サービス水準を達成しているか否かを確認するために

モニタリングを行うものとする。 

２ 本市は、本事業の実施状況に関し、随時、設計図書や建設工事等の進捗、維持管理・運営

の状況、財務内容等の確認を行うことができるとともに、事業代表企業と必要な協議を行

うことができるものとする。 

３ 本市は、モニタリングを実施した結果、事業者の責めに帰する事由により各業務等が要求

水準を達成することができないことが明らかな場合は、改善勧告、改善・復旧計画書の提

出要求を行うことができる。再度の改善勧告に対して事業者が定められた対応をしない場

合には、本市は契約等を解除することができるものとする。 

 

第２４条（許認可の取得等） 

第24条 事業代表企業が本協定に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、事業代

表企業が自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、事業代表企業が本協

定に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出は、事業代表企業がその責任にお

いて作成し、提出するものとする。ただし、本市が許認可の取得又は届出をする必要があ

る場合には、本市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業代表企業の協力

を求めた場合には、事業代表企業はこれに応じるものとする。 

２ 事業代表企業は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取

得・維持に関する責任及び損害（許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。）

を負担するものとし、その遅延が本市の責に帰すべき事由による場合には、本市がその責

任及び損害を負担するものとする。なお、当該損害額の範囲及び金額については、本市及

び事業代表企業の間で協議するものとする。 

３ 本市は、事業代表企業による許認可の取得について、事業代表企業が本市に対して書面に

より要請した場合、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。 

４ 事業代表企業は、本事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したも

のについては、その写しを保存するものとし、随時本市に提出するものとする。 
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５ 事業代表企業は、本事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、本市の要請があった場合

には原本を提示し、又は原本証明付き写しを本市に提出するものとする。 

 

第２５条（公租公課） 

第25条 本施設に係る公租公課は、事業代表企業又は構成企業が負担するものとする。 

 

第２６条（土壌汚染） 

第26条 本事業の土地は、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 6 条及び第 11 条に規定す

る「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」に該当しない。万が一、土壌汚染が発覚

した場合は本市で対応するものとする。ただし、事業者の責めに帰すべき事由による場合

は、この限りではない。 

 

第２７条（地中障害物） 

第27条 本事業の土地に通常想定される規模の埋設配管等が存在した場合、事業代表企業が撤去等

の対策を講じることとするが、通常想定されない地中障害物が発見された場合は、本市の

費用負担により事業代表企業がこれを撤去するものとする。 

２ 地中障害物の有無等を確認するために事業代表企業が調査を実施する場合、その調査に要

する費用は、原則として全て事業代表企業が負担することとする。 

３ 埋蔵文化財の発見に伴う調査等により、工事着工の遅延による費用増大や文化財保護のた

めの計画変更、事業の中止等が発生した場合は別途協議するものとする。 

 

第２８条（近隣対策） 

第28条 本事業の工事ならびに本施設（民間施設部分）の運営において、近隣住民等への周知、説

明対応等については、事業代表企業が誠意をもってこれを行い、紛争等が生じた場合も事

業代表企業の責任と費用負担において対応するものとする。 

 

第２９条（施設建設に起因する周辺影響への対策） 

第29条 本施設の建設に起因する騒音、振動、悪臭、また電波障害に関する対策全てを事業代表企

業の責任と費用負担において行うものとする。 

２ 本施設（公共施設部分）の運営に伴う騒音、振動、悪臭等に関しては本市が、それ以外の

維持管理・運営に伴う騒音、振動、悪臭等については事業代表企業が、それぞれの責任と

費用負担で対応するものとする。 

 

第３０条（避難拠点としての活用） 

第30条 大規模な災害等が発生した場合、本市は、公共施設部分及びその他共用施設部分を、避難

施設として使用できるものとする。本市及び事業代表企業は、第 11 条に規定する定期建

物賃貸借契約の締結日までに、大規模な災害等が発生した場合の公共施設部分及びその他

共用施設部分の使用その他の支援協力について、協定を締結するものとする。 
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第３１条（保険の加入） 

第31条 事業代表企業は、下記の保険を自らの責任及び費用負担において付保するものとし、保険

契約の締結又は更新後、速やかに当該保険証券の写しを本市に提出するものとする。  

① 建設期間  

a. 建設工事保険  

b. 第三者賠償責任保険  

c. その他の保険  

② 維持管理期間  

a. 火災保険  

b. 施設賠償責任保険  

c. その他の保険 

 

第３２条（秘密保持） 

第32条 本市及び事業代表企業は、本事業において知り得た相手方の秘密及び本事業に関して知り

得た個人情報を、自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、弁護士、公認

会計士、税理士その他法令上の守秘義務を負う者、事業代表企業に対して融資を行う金融

機関、若しくは構成企業以外の第三者に漏らし、又は本事業の遂行以外の目的に使用して

はならない。なお、事業代表企業は、本事業を行うため個人情報を取り扱う場合は、法令

に従うほか、本市の定める諸規定を遵守するものとする。 

２ 本市又は事業代表企業が、本事業において知り得た相手方の秘密及び本事業に関して知り

得た個人情報を第三者に開示する場合には、相手方の同意を得た上で、その者に前項の規

定と同様の守秘義務を負わせるべく、本市又は事業代表企業は、必要な措置を講じるもの

とする。 

３ 前 2 項の秘密保持義務の対象となる秘密には、本事業において知り得る前に既に知ってい

たもの及び公知であったもの、本事業において知り得た後に自らの責めに帰すべき事由に

よらず公知となったもの、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられ

ることなしに取得したもの、及び法令に基づいて開示されたものは含まない。 

４ 事業代表企業は秘密保持に関して構成企業に事業代表企業と同等の責務を負わせ、前 3 項

の規定を遵守させるよう必要な措置を講じなければならない。 

 

第３３条（本協定の変更） 

第33条 本協定の規定は、本市及び事業代表企業の書面による合意によらなければ変更することは

できない。 

 

第３４条（住所等の変更の届出） 

第34条 事業代表企業は、名称、住所及び連絡先に変更があったときは速やかに、本市に届け出る

ものとする。 

２ 事業代表企業に合併等があった場合、事業代表企業の地位を継承する者について前項の規

定を準用するものとする。 
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第３５条（準拠法及び専属的合意管轄裁判所） 

第35条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に係る訴えの専属的合意管轄裁判所は、本

件土地の所在地の那覇地方裁判所石垣支部とする。 

 

第３６条（規定外事項） 

第36条 本協定に定めのない事項又は本協定の規定の解釈について疑義がある事項については、必

要に応じて本市と事業代表企業が協議して定めるものとする。 
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本協定の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

                 石垣市    沖縄県石垣市字真栄里 672 番地 

                        石垣市長  中山 義隆 

 

 

 

                  

                 事業代表企業【    住    所    】 

【    事業代表企業    】 

【    代表者職氏名    】 
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別紙１  

応募グループ構成表 

 

 

事業代表企業 

 
所 在 地 
商号又は名称                               
代  表   者 

 

構成企業 

 
所 在 地 
商号又は名称                               
代  表  者 

 

構成企業 

 
所 在 地  
商号又は名称                               
代  表  者 

 

構成企業 

 
所 在 地  
商号又は名称                               
代  表  者 

 

民間施設実施企業 

 
所 在 地 
商号又は名称                               
代  表  者 

 

宿泊施設運営企業 

 
所 在 地  
商号又は名称                               
代  表  者 

 

運営協力企業 

 
所 在 地 
商号又は名称                               
代  表  者 

 

注）応募グループを構成する全ての企業について記載してください。 

注）応募者の構成が単体企業の場合には、事業代表企業欄のみ記載してください。 
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別記様式第 1 号（第 4 条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

同 意 書 
 

当社は、石垣市が実施する石垣市庁舎跡地活用事業に係る募集要項等の石垣市が定

める事項を十分理解した上で、以下に示す事業代表企業が行う末尾記載の行為に関し

て同意し、当社も必要な責任と負担を負うことを保証します。 
 

 

構成企業（当社）   
所  在  地 
商号又は名称 
代表者職氏名 

 

 

 

事業代表企業 
所  在  地 
商号又は名称 
代表者職氏名 

 

同意事項 
石垣市庁舎跡地活用事業に関する次の①～⑤の手続及びその関連手続 

①事業遂行に係る石垣市への質問 
②事業遂行に係る石垣市への説明 
③基本協定の締結 
④事業用定期借地権設定契約の締結 
⑤定期建物賃貸借契約の締結 

 

 

 

 

 

印 


